
 

 

第１号議案 役員の選出について 

 

 

次の役員の改選及び後任の選出を行おうとするものである。 

 

 

１．平成20年６月23日に任期が満了する役員 

      理 事  小 林 正 則 （東 京 都） 

        

２．平成20年８月22日に任期が満了する役員 

      監 事  金 井  務  

 

３．任期途中で退任した役員 

      理 事  藤 野 井 親 仁 （徳 島 県）平成20年５月15日辞任 

 

 

新役員の候補者は以下のとおりである。 

 

１．理 事  小 林 正 則 （東 京 都） 

任期は平成20年６月22日から平成23年６月21日まで 

 

２．理 事  山 下 直 家 （徳 島 県） 

任期は平成20年６月20日から平成23年６月19日まで 

 

３．監 事  庄 山 悦 彦  

任期は平成20年８月23日から平成23年８月22日まで 

 


